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 はじめに 

 この生徒募集要項は、令和８年度埼玉県公立高等学校入学者選抜の概要を記したもので

す。詳細は、埼玉県のホームページにある「令和８年度埼玉県公立高等学校入学者選抜に

関する情報」内の「令和８年度埼玉県公立高等学校入学者選抜実施要項・選抜要領」で最

新情報をご確認ください。 

  https://www.pref.saitama.lg.jp/f2208/r8nyuushi-houhou.html  

 
 

§１  一般募集 

 

１ 募集人員 

  定時制の課程 普通科 ４０名 

２ 出願資格 

  次の（１）から（３）までのいずれかの条件を満たし、かつ（４）に該当する者でなけ 

 ればならない。ただし、高等学校又は特別支援学校高等部、若しくは中等教育学校の後期 

 課程に在学している者は出願できない。また、併設型中高一貫教育を実施する中学校から 

 併設型中高一貫教育を実施する高等学校への令和８年度入学予定者及び中等教育学校の 

 前期課程から後期課程への令和８年度進級予定者は出願できない。 

（１）令和８年３月３１日までに中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を

卒業見込みの者若しくは中等教育学校の前期課程を修了する見込みの者 

（２）中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校（以下「中学校」という。） 

  を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程（以下「中学校」に含める。）を修了 

  した者 

（３）中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者（学校教育法施行規則第 

  ９５条の各号のいずれかに該当する者） 

（４）次のア、イのいずれかに該当する者 

  ア 本人が県内に住所又は勤務地を有することが確実な者 

  イ 別に定めるところにより、本校校長が出願を承認した者及び出願資格を認定した者 

３ 出願手続 

   （１）出願手続 

      原則、以下のア～ウが全て完了した時点を、出願とする。 

          ア 電子出願システムの案内に従い、志願者情報等の入力を行う。 

     イ アの入力内容を、出身中学校等が専用サイトにおいて確認・承認する。 



     ウ 入学選考手数料（９５０円）を、電子出願システムの案内に従って、電子収納に

より納付する。 

一度納付した入学選考手数料及び電子収納に係る手数料は返還しない。 

 

 

 

   （２）出願書類 

      出願手続が完了した後、志願者又は出身中学校長は、以下の書類を提出することに 

     より、選抜の対象とする。 

     ア 調査書（様式１） 

       災害等やむを得ない事由で所定の調査書を提出できないときは、その事由を記し 

      てこれに代わる参考となる資料を提出することができる。 

     イ 学習の記録等学年内評価分布表（様式３）及び学習の記録等一覧表（様式４） 

       本校全日制及び定時制の課程それぞれの課程に志願者がいる場合は、両課程に１ 

      部ずつ提出すること。 

       過年度の卒業生が出願する場合及び隣接県の隣接学区以外の県外中学校から出願

する場合は、提出する必要はない。 

     ウ その他必要な書類等 

エ 提出した書類は、特に定めのある場合を除き返却しない。 

４ 出願書類の提出方法 

  原則、中学校がまとめて郵送による出願とする。ただし、郵送が難しい場合には、中学 

 校がまとめて持参、志願者が郵送・持参によって提出することもできる。ただし、電子デ

ータの提出とあるものは、郵送又は持参は不要である。 

（１） 調査書（出身中学校長が提出）は、電子データで提出すること。 

（２） 志願者又は出身中学校長（在学中学校長を含む、以下同じ）が提出するもの 

下記のア、イのいずれの場合も、提出期間の誤りや提出書類に不備が無いよう留意す 

  ること。 

  ア 中学校がまとめて郵送若しくは持参により出願する場合 

 中学校がまとめて郵送する場合 中学校がまとめて持参する場合 

提出書類  その他必要な書類等をまとめて提出する。送付票（様式２１）を同封すること。 

提出期間 

及び 

受付期間 

 令和８年２月１３日（金）を配達指定

日とすること。 

 令和８年２月１３日（金） 

   午前９時から正午まで及び 

   午後１時から午後４時３０分まで 

提出先 所沢高等学校 

提出方法 

 「簡易書留」等、配達の記録が残る 

扱いとし、封筒の表には「出願書類等在中」 

と朱書きすること。 

 出身中学校長が命じた者が窓口に持参 

すること。 

 本校校長は、受領書（様式２２）を交付 

する。 

  ア～ウを行うことができる期間 

     令和８年１月２７日（火）正午 から ２月１０日（火）正午まで 



  イ 志願者が郵送若しくは持参により出願する場合 

 志願者が郵送する場合 志願者が持参する場合 

提出書類  調査書、その他必要な書類等を同封する。 調査書、その他必要な書類等を同時に提出する。 

提出期間 

及び 

受付期間 

 令和８年２月１３日（金）を配達指定

日とすること。 

令和８年２月１６日（月） 

    午前９時から正午まで及び 

    午後１時から午後４時３０分まで 

    ２月１７日（火） 

    午前９時から正午まで 

提出先 所沢高等学校 

提出方法 

 「簡易書留」等、配達の記録が残る 

扱いとし、封筒の表には「出願書類等在中」

と朱書きすること。 

 志願者が窓口に持参すること。 

  この他に定められた提出書類がある場合

は、同時に提出すること。 

 

（２）出身中学校長が提出するもの 
 

    郵送する場合 持参する場合 

提出書類  学習の記録等学年内評価分布表及び学習の記録等一覧表（様式３及び４） 

提出期間 

及び 

受付期間 

 令和８年２月１３日（金）を配達指定日

とすること。 

 令和８年２月１６日（月） 

    午前９時から正午まで及び 

    午後１時から午後４時３０分まで 

     ２月１７日（火） 

    午前９時から正午まで 

提出先 所沢高等学校及び高校教育指導課 

提出方法 

 「簡易書留」等、配達の記録が残る 

扱いとし、封筒の表には「学習の記録等 

一覧表等在中」と朱書きすること。 

 

（高校教育指導課郵送先） 

〒330-9301 

さいたま市浦和区高砂 3-15-1 

埼玉県教育局県立学校部高校教育指導

課長 

 直接持参する。 

その他 

  なお、アにより、中学校がまとめて出願する場合、出願書類等と学習の記録等学年内評

価分布表及び学習の記録等一覧表を、同一の封筒で提出することができる。この場合、封筒

の表には、「出願書類等在中」と「学習の記録等一覧表等在中」を朱書きで併記すること。 



５ 志願先変更 

（１）期間 

   志願者は、次の期間内に１回に限り、志願先を変更することができる。 

 令和８年２月１８日（水）から２月１９日（木）まで 

 受付時間：２月１８日(水)は、午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時３０分まで 

               ２月１９日(木)は、午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時までとする。 

   ただし、上記期間に書類の提出ができない場合には、事前に高等学校に連絡し、  

令和８年２月２０日（金）午前９時から正午までの間に提出すること。 

（２）他の学校へ志願先変更するときの手続き 

   志願先変更を希望する者は、電子出願システムの案内に従い、３及び４に準じて選択

または入力を行い出願書類を提出する。 

   詳細は、別途「電子出願の利用の手引き」（県ホームページ掲載）にて定める。 

ただし、入学選考手数料及び出願書類の提出等については、以下による。 

 ア 入学選考手数料 

  (ｱ)  他の県立高等学校定時制課程に志願先を変更する場合は、改めて納入する必要 

   はない。 

  (ｲ) 全日制の課程に志願先を変更する場合は、入学選考手数料の不足分の額（1,250 円） 

       を、電子出願システムの案内に従い、電子収納により納付する。 

  (ｳ) 市立高等学校へ志願先を変更する場合は、改めて所定の手続きにより納入すること。 

  (ｴ) 一度納入した入学選考手数料は返還しない。 

新たに志願した高等学校 入学選考手数料 

県立（全日制の課程） 志願先変更手続きの案内に従って、電子収納 

により納付する（1,250 円） 

県立（定時制の課程） 改めて納付する必要はない 

市 立 改めて所定の手続きにより納付する 

 イ 出願書類の提出 

  (ｱ)  志願先変更を希望する者は、出身中学校長を経て、「志願先変更願」（様式８）を、  

   本校校長に持参により提出し、「志願先変更証明書」（様式９）の交付を受けた後、新

たに持参により、出願書類を提出すること。 

 本校に提出するもの 新たに志願した高等学校提出するもの 

 志願先変更願（様式８） 志願先変更証明書（様式９） 

調査書等・・・新たに作成したもの 

  (ｲ) 志願先変更があったときは、出身中学校長は新たに出願した高等学校長に、学習 

   の記録等学年内評価分布表及び学習の記録等一覧表速やかに提出する。ただし、既に 

   提出している高等学校の同一の課程に対しては、改めて提出する必要はない。 

(ｳ) 受検票の交付 ２月２０日（金）午後３時以降に各自で印刷する。 

 



６ 志願取消 

  志願取消を希望する者は、出身中学校長を経て、「志願取消届」（様式１０）を速やかに

本校校長に持参により提出する。 

７ 学力検査 

（１）志願者は、令和８年２月２６日（木）に行われる学力検査を受検しなければならない。 

（２）急病その他やむを得ない事情により学力検査を受検できない場合は、その事由を証明 

  する書類を、出身中学校長を経て、当日までに本校校長に提出しなければならない。 

   なお、追検査を受検する場合は、「９ 追検査」による。 

（３）学力検査は、国語、社会、数学、理科及び英語の５教科で実施し、中学校学習指導要 

  領に基づいて出題する。英語にはリスニングテストを含む。 

（４）学力検査会場は本校とする。 

（５）学力検査の日程は、次のとおりとする。 

8:45～

9:20 

9:25～

10:15 

（５０分） 
休

憩 

10:35～

11:25 

（５０分） 
休

憩 

11:45～

12:35 

（５０分） 
昼

食 

13:30～

14:20 

（５０分） 
休

憩 

14:40～

15:30 

（５０分） 

一般諸注意 国 語 数 学 社 会 理 科 英 語 

（６）学力検査の配点等については、選抜要領で定める。 

（７）障害のある志願者に対する配慮事項及び配慮が必要な場合の手続については、「令和 

  ８年度埼玉県公立高等学校入学者選抜実施要項 第１４」による。 

８ 面接 

（１）令和８年２月２７日（金）に午前９時から実施する。ただし、「追検査受検願」（様式 

  １６）を提出した志願者は、受検できない。（詳細は学力検査当日終了後に指示する） 

（２）受検票・筆記用具・上履きを持参すること。（弁当は不要） 

９ 追検査  

（１）次のア又はイに該当する志願者は、令和８年３月３日（火）に実施する追検査を受検 

  することができる。ただし、令和８年２月２７日（金）に実施する面接を受検した志願 

  者は、追検査を受検できない。 

  ア インフルエンザ罹患をはじめとするやむを得ない事情により、学力検査を欠席し 

   た者 

  イ 学力検査当日、急な体調不良等により、学力検査を継続することが難しいと判断 

された者。ただし、追検査を受検できる教科は、体調不良の申し出があった時点で 

開始していない検査時間以降の教科とする。 

（２）出身中学校長は、志願者が学力検査を受検できなかった事情を踏まえ、追検査受検 

  に該当すると判断した場合、速やかに本校校長に連絡するとともに、「追検査受検願」 

  （様式１６）を令和８年２月２７日（金）正午までに本校校長に提出する。 

（３）本校校長は、追検査の受検を承認したときは、「追検査受検承認証」（様式１７）を 

  交付する。 

（４）追検査は、国語、社会、数学、理科及び英語５教科で実施し、中学校学習指導要領 



  に基づいて出題する。英語にはリスニングテストを含む。 

（５）「追検査受検願」（様式１６）を提出した志願者に対しては、令和８年２月２７日（金） 

  の面接は実施しない。また、追検査においても面接は実施しない。ただし、不登校の 

  生徒などを対象とした特別な選抜、定時制の課程における特別募集においては、令和 

  ８年３月３日（火）に面接を実施する。 

（６）追検査の会場は本校とする。また、追検査の日程及び配点等は学力検査に準ずる。 

１０ 入学許可候補者の発表  （受検票を必ず持参すること） 

（１）日時・場所・方法 

  ア 日時 令和８年３月６日（金） 午前９時 

  イ 場所 ウェブによる発表（URL 等は別途定める。） 

  ウ 備考 本校校長は、受験票を確認し「選抜結果通知書」（様式７）を交付する。 

（２）入学許可候補者は、令和８年３月６日（金）午前９時から正午まで及び午後１時から 

  午後３時までに本校に受検票を持参し、本校において本校校長から交付書類を受け取る 

  こと。 

（３）入学許可候補者が、やむを得ない事情等により入学を辞退しようとするときは、辞退 

  理由を記した「入学辞退届」（様式自由）を、出身中学校長を経て本校校長に持参によ 

  り提出する。 

１１ 選抜 

  本校校長は、選抜要領に従い、厳正に選抜を行う。 

１２ 個人情報の取り扱い 

  出願の際に入力された志願者情報及び調査書等に記載されている個人情報並びに学力 

 検査等の入学者選抜を通じて本校校長が取得した個人情報は、入学に係る事務手続き、 

 志願者及び出身中学校等に対して検査結果等を提供する業務に使用する。 

１３ その他 

  県内の中学校を卒業する見込みの者（卒業者を含む）で、特別な事情を有する者の出願 

 資格については、別に定める。 

 

 §２ 不登校の生徒などを対象とした特別な選抜 

 

１ 募集人員等 

  一般募集で実施する。 

  募集人員は定めず、選抜要領に従って選抜し、入学許可候補者を決定する。ただし、こ 

 の選抜による入学許可候補者数は、募集人員に含まれる。 

２ 出願資格 

  令和８年３月３１日までに中学校を卒業する見込みの者で、中学校在学中に一過性のつ 

 まずきなどにより不本意な中学校生活を送った者で、在学中学校長が、不登校の生徒など 

 を対象とした特別な選抜による出願に該当すると認めた者。 

３ 出願手続 

  不登校の生徒などを対象とした特別な選抜を希望する生徒は、「自己申告書」（様式６） 



 を、在学中学校長を経て、本校校長に提出すること。「自己申告書」の提出は、§１一般 

 募集の４出願書類の提出方法による。 

  また、出願に当たり、電子出願システムの案内に従い選択又は入力をすること。 

４ 志願先変更 

  志願先変更をする場合は、新たに志願する高等学校長に改めて「自己申告書」を提出す 

 る。なお、本校校長に「自己申告書」を提出しなかった場合、志願先変更をする高等学校 

 長に「自己申告書」を提出することはできない。 

５ 面 接  個人面接を行う。 

６ その他  ここで定めた内容以外の事項については、§１一般募集による。 

 

 §３  定時制の課程における特別募集 

 

１ 募集人員 一般募集の募集人員に含む。 

２ 出願資格 特別募集に出願できる者は、下記の条件を満たす者とする。 

（１）§１一般募集の２（１）、（２）、（３）のいずれかに該当し、かつ（４）のアに該当す 

  る者 

（２）令和８年３月３１日現在、１９歳以上の者（平成１９年４月１日までに生まれた者） 

３ 出願及び書類の提出 

（１）§１一般募集の３出願に準ずる。ただし、次のことに留意する。 

  ア 出願 

    電子出願システムの案内に従い、「定時制の課程における特別募集」を選択する。 

  イ 写真 

    電子出願システムの案内に従い、写真を登録する。 

  ウ 出願書類の提出 

    以下の書類を持参により本校校長に提出する。 

   (ｱ) 志願理由書（様式１１） 

   (ｲ) 中学校卒業証明書 

   (ｳ) その他、本校校長が指示するもの。 

（２）出願書類の提出期間及び受付時間・場所 

 令和８年２月１６日（月）及び２月１７日（火） 本校事務室 

 受付期間は、２月１６日（月）は、午後２時から午後７時まで  

       ２月１７日（火）は、午後２時から午後５時までとする。 

４ 志願先変更 §１一般募集の５に準ずる。出願書類の提出期間は、以下の通りとする。 

 令和８年２月１８日（水）から２月１９日（木）まで 

 受付期間は、２月１８日（水）は、午後２時から午後７時まで 

       ２月１９日（木）は、午後２時から午後５時までとする。 

５ 併願 

  県公立高等学校及び県立特別支援学校の 2 校以上に出願を提出することはできない。 

 



６ 作文 

  令和８年２月２６日（木）に実施する。開始時刻は午前９時２５分とする。 

  入学志願者は、午前８時４５分までに集合すること。 

７ 面接 

（１）個人面接を実施する。 

（２）令和８年２月２６日（木）に実施する。 

８ 作文による追検査  

（１）インフルエンザ罹患をはじめとするやむを得ない事情により、作文及び面接を欠席し 

  た志願者は、令和８年３月３日（火）に実施する作文による追検査を受検することがで 

  きる。 

（２）作文による追検査は、§１一般募集の９（２）、（３）に準じ、原則として出身中学校 

  長が手続きを行うこととする。 

（３）作文による追検査を受検した志願者に対しては、令和８年３月３日（火）に面接を実 

  施する。内容は、７（１）に準ずる。 

（４）追検査の会場は本校とする。 

９ その他   

  ここで定めた内容以外の事項については、§１一般募集による。 

 


